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過度の学級減・高校統廃合で志願者 2000 人を排除
　今年度の県立高校の入学志
願者は、全日制で前年同期を
0.03 ポイント上回る 1.11 倍で、
2010 年と並び、過去 10年で最
高となった（２月７日、県教委
集計）。
　茨城新聞は、「県教委は倍率が
上がった要因として今春卒業予
定の県内中学生が約 500 人多い
ことや不況に伴う『県立志向』
の高まりなどをあげ、『平成以降
で見ると、平均的な数字に戻っ
た』との見方を示した。」と報道
した。しかし、「平均的な数字に
戻った」で片付けてよいのだろ
うか。

　全県一括でなく、地域別に志
願状況をみてゆこう。表 1は今
年の地域別平均志願倍率、表 2
は市町村教育事務所別の中学 3
年生の在籍数である。
　志願倍率 1.11 倍は、あくま
で全県平均であって、水戸地区
の 1.48 倍、土浦地区の 1.31 倍、
つくば・牛久地区の 1.26 倍など、
高い倍率の地域がある。その高
倍率は、水戸や県南の教育事務
所管内の中学校 3年生の人数の
増加にほぼ連動している。
　県教委は学級減や高校統廃合
の理由に「生徒減」をあげてい
るが、実態は違う。子どもの

数が減少するのは 2017（平成
29）年度あたりからで、それま
での 5年間ほどは微増と微減を
繰り返す。昨年に比べて今年の
中学校卒業生は約 500 人増加し
ている。
　しかも、中学校卒業生の数は
地域によってかなりばらつきが
ある。志願倍率が上がった所も
下がった所もあるのだ。全県一
括しておおざっぱに判断するの
ではなく、地域別の中学校卒業
生数の変化をきちんとチェック
する必要がある。
　平均志願倍率 1.11 倍というこ
とは、単純計算すると 2169 人
の生徒が行き場を失うというこ
とだ。ちなみに昨年度は志願倍
率が 1.08 倍で、単純不合格者数
が 1569 人だった。今年度は去
年より一層増加することになる。
　県教委が進めた学級減や高校
統廃合によってもはや大幅な定
員割れを起こしている高校はな
くなっている。それでも少々の

定員割れを起こしている高校は
存在するが、それらはほとんど
が交通の便の悪い地域に集中し
ている。2次募集がおこなわれ
ても、通学が遠距離になったり、
あるいは公共交通機関がないな
どで、応募しにくいのが実態で
ある。

　いっぽう、定時制の志願倍率
は平均で 0.73 倍である。三部
制のフレックススクールは鹿島
灘、結城二で「午前部」・「午後
部」が 1倍を超え、茎崎は 2ク
ラス募集の「午前部」で 1倍を
超えているが、３校とも「夜間部」
は定員割れしている。夕方以降
になるとバスの便がなくなるな
ど、通学困難になることが背景
にある。
　数年前なら一次試験で不合格
になった生徒も定員割れした高
校や定時制に二次試験で進学で
きた。しかし、ここ 2、3 年は
一次で不合格になった中学生の
行き場が県立高校になくなって
しまったのだ。県立高校の行き
場を失って、私立通信制高校や

障害児学校の高等部に進学して
いく生徒が増える結果になって
いる。
　県教委が推進してきた強引な
学級減や高校統廃合が、2000
人以上の生徒を県立高等学校か
ら排除する結果をもたらした。
県教委は、適正な入学定員の確
保に努めるべきである。

　なお、県北の大宮・大子地区
は今年の志願倍率が 0.59 倍（昨
年 0.63 倍）と低くなっているが、
地域全体の人口減少の結果であ
る。このような地域に関しては、
進級時学級減や統廃合ではなく、
町づくりの観点から、30人以下
の少人数学級を県独自の予算で
実現する必要がある。■

地区 募集定員 志願者数 志願倍率 不合格者数
県北日立地区 ２６００ ２７５１ １．０６ １５１

県北大宮・大子地区 ４４０ ２６１ ０．５９ －１７９

水戸地区 ２１５０ ３１７３ １．４８ １０２３

勝田・那珂・大洗地区 １７２０ １８８４ １．１０ 　１６４

笠間・常北・茨城地区 ５９０ ５４５ ０．９２ －４５

石岡・小美玉地区 ８８０ ８７５ ０．９９ 　　－５

県東地区 ２１６０ ２１０３ ０．９７ 　－５７

土浦地区 １４００ １８３６ １．３１ 　４３６

つくば・牛久地区 １２４０ １５５８ １．２６ 　３１８

下妻地区 ７６０ ７６６ １．０１ 　　　６

取手・竜ヶ崎地区 １９００ ２１４１ １．１３ 　２４１

筑西・岩瀬・結城地区 １６４０ １６１６ ０．９９ 　－２４

常総・坂東・守谷地区 １４４０ １５６４ １．０９ 　１２４

古河地区 １６００ １６１６ １．０１ 　　１６

全日制合計 ２０５２０ ２２６８９ １．１１ ２１６９

教育事務所名　　 中学校数 25年入試 24年入試 23年入試

水戸教育事務所 63校 7356 人 7193 人 7050 人

県北教育事務所 32校 3140 人 3243 人 3144 人

鹿行教育事務所 25校 2518 人 2635 人 2573 人

県南教育事務所 72校 8887 人 8806 人 8572 人

県西教育事務所 41校 5571 人 5487 人 5561 人

全県合計 233 校 27272 人 27364 人 26900 人

事故が起きたら放射線規制値１mSv は守らなくても良いのか？

半径250kmの深刻な広域汚染

　わが国の放射線・原子力に関
す る 法 律 体 系 は、 一 般 公 衆 の
放射線被曝の許容値を年間１
m
ミリシーベルト

S v としているが、福島原発
事故により、原発の周辺だけで
なく東日本の広い範囲でこの許
容値を超えてしまった。関東で
は栃木県・群馬県の山岳部の大
半、茨城県の県央・県南から千
葉県北西部にかけての地域がこ
の許容値を超えて汚染されてい
る。原発から 20km の範囲が長
期間居住不可能となっただけで
なく、おおむね半径 250km の
範囲の土地の多くが法定の基準
を超えてしまったのである。
 これは、土壌や草地、舗装面
や建造物に付着した放射性セシ

ウムから直接発せられるガンマ
線による外部被爆の線量だけの
話であり、風で舞い上げられる
埃
ほこり

の吸入や、放射能汚染された
飲食物の摂取による内部被曝が
これに上乗せされる。飲食物に
よる被曝や、放射能汚染された
瓦
が れ き

礫の焼却による被曝は土地が
汚染された東日本に限らない。
法定許容値の超過は日本列島内
外の広い範囲に及んでいる。
　汚染の程度がもとの 100 分の
１程度になれば、一応「原状回復」
したと言えるかも知れないが、
半減期が 30 年のセシウム 137
の場合、それは約 200 年後のこ
とである。半減期２万 4100 年
のプルトニウム239に至っては、
人類史の範囲を超えるだろう。

「除染」は、放射性物質の集中・

移動・「隔離」を意味するだけで、
消滅スピードを早めるわけでは
ない。
　操業開始から 40 年足らずの
福島第一原発で、一挙に４基の
原子炉の全面的破綻に至ったこ
とで、原子炉事故の確率がかな
り高いことが実証された。しか
も、事故の引き金となる地震と
津波は、国内の多くの地点で数
十年周期で起きている。福島第
二原発や東海第二原発でも、３
月 11 日の津波がほんのわずか
大きければほぼ同様の結果と
なっていた。ここから結論され
るのは、原子力発電の絶対的危
険性である。これほど容易に回
復不可能な被害を引き起こす原

【表 1　地域別平均志願倍率】

【表 2　教育事務所別の中学 3年生在籍数】

【２面につづく】
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人々にはそれを認めるべき地域
が 250km 以遠にも発生するこ
とになる可能性」を指摘した原

0

子力委員会
0 0 0 0 0

委員長近藤駿介の「不
測事態シナリオの素描」（3 月
25 日）を「見なかったこと」に
した経緯などからも、これは明
らかな虚偽だろう。
　（さらに、EPZ（原子力防災対
策を重点的に充実すべき区域）
にあたる半径８ないし 10km（当
時）を超える範囲については「世
界版 SPEEDI（WSPEEDI）」の守
備範囲であり、広域の屋内退避
などの措置をとるうえで公表さ
れるべきであったのだが、この
WorldSPEEDI についてはほとん
ど指摘されていないことは問題
である。）
　それらはさておき、あくまで
予測
0 0

システムである SPEEDI や
世 界 版 SPEEDI だ け で は な く、
各地点で、実際の放射線量をリ
アルタイムで測定し、データを
公表したうえで、屋内退避や避
難の指示をだすシステムが運用
されていなければならない。そ
の場合、近年の市町村合併で市
町村の面積が巨大化しているこ
とからも市町村単位では足りず、
すくなくとも数 km ごとのメッ
シュを設定して測定して公表・
活用すべきである。福島事故以
後もそのような体制整備の予定
はまったくないようだ。
　「敷地境界論」は、具体的には
ここまでの含意があると考える
べきだろう。

放射線管理区域より緩い規制値

　放射線規制緩和のための次の
詭
き べ ん

弁は、年間 1mSv は原子炉の
平常運転時
0 0 0 0 0

の規制値であり、事

故の際にはこの規制は適用され
ないとする「適用除外論」であ
る。もちろん、この「適用除外
論」はあまりに拙劣でまったく
問題にならない理屈である。事
故といっても程度はまちまちで
あり、どの程度の事故ならば法
規制が適用除外となり、規制値
の 1mSv が解除されるのか、「適
用除外論」は何も語らない。た
とえば、「国際原子力事象評価尺
度（INES）」 の基準でいうとどの

「レベル」から解除となるのかに
ついて、何らの指摘もない。
　「適用除外論」なるものは、法
文上そのような解釈の余地がな
いだけでない。たとえば、文部
科学省が実際にそうしたように
一般公衆の被曝許容量の 20mSv
への引き上げを宣言したために、
園児・児童・生徒の許容量が、
放射線管理区域内での成人男子
労働者の許容量（３か月ごとに
1,3mSv ＝年間 5.2mSv）の４倍
近くになった。放射線管理区域
の内側より外側の方が、規制値
が緩

ゆる
いという解決不可能な内容

的矛盾を引き起こしたのだ。事
故時の一般公衆の被曝量規制値
の解除による大量被曝の合法化
は内容的にも不可能である（第
1043 号）。

ICRPのご都合主義的尺度

　国内法上、成立の余地がない
となると唯一残された手は、「国
際的」基準を持ち出すことであ
る。こうして、すべての原発推
進勢力が持ち出すのが国際放射
線防護委員会（ICRP）の諸文書
である。ICRP は、放射線被曝に
関する基本的考え方と具体的な
被曝許容基準を示すことで、各

発を操業し続けることは、人命
や自然環境に対する直接的危害
という点だけでなく、国土の喪
失や社会全体におよぶ甚大な経
済的不利益の点からも、絶対的
に排除すべき選択肢である。
　しかしながら、原子力発電は、
不可避的で根源的な危険性をも
ち、総合的な経済合理性に反す
ることが明らかであるにもかか
わらず、核兵器保有に依存する
軍事体制との技術的親和性や、
装置産業としての投資効果の圧
倒的巨大さゆえに推進されてき
た。原子力発電は、日本国内に
限ってみても国家行政機構の全
体によって推進されている。立
法機関や司法機関も原発推進の
基本方針に沿って活動している。
産業としての原子力発電は、た
んに電力会社の事業であるので
はなく、鉱山・土木・建設・電
機の各業界の主要な市場となっ
ている。被曝医療や放射線防護
学も、原発推進の前提条件とし
ての放射線被曝のコントロール
業務を分担している。国家機構
や産業構造の全構成が原子力発
電推進体制として成り立ってい
るのであり、これらを「原子力
ムラ」などというのどか

0 0 0

な呼称
で表現することは適切ではない。

測定回避根拠としての「境界論」

　発電所
0 0 0

が、地震による外部か
らの電源供給遮断と津波による
非常電源水没による停電

0 0

で爆
発炎上するという逆説的事象に
よって、「原子力安全神話」は吹
き飛んでしまった。「五重の防
壁」や「多重安全設計」などの

空疎な安全論は雲散霧消した。
自分たちで決めた法定許容値の
１mSv を遵守することさえ不可
能な、膨大な汚染地域と人口を
作り出してしまった原発推進勢
力は、その１mSv を何とかして
廃棄するため、行政組織と放射
線医学組織を総動員している。
　原発推進勢力は、事故直後か
ら法規制と放射線医学分野でみ
えすいた汚染正当化論を展開し
ている。そのひとつが、「年間１
mSv」規制は、原子力発電所の
敷地境界線上

0 0 0 0

での話であり、そ
の外側の国土全域についてはな
んら規制値は存在しないとする

「敷地境界論」である（本紙第
1043 号）。学校敷地については
もともと規制値は存在せず、文
部科学省が任意に基準を決める
ことができるのだとして、2011
年４月 19 日に被曝許容量を一
挙に年間 20mSv（昼間 3.8μSv/
h）へと 20 倍化した際に、この
論法が用いられた。
　しかし、「敷地境界論」の発想
は、事故後にはじめて登場した
わけではない。茨城県の場合、
原子力災害対策特別措置法対象
事業所 10 か所を中心とする 19
の事業所の周辺にガンマ線およ
び中性子線の測定施設が設置さ
れている。この 56 か所の測定
施設は、東海・那珂・ひたちな
か等県東部の 10 市町村に集中
している（『高校生のための原子
力ブック』、2010 年、茨城県、
44, 54 ページ）。このため、３
月 12 日以降、４基の原子炉が
あいついで爆発し広範囲に放射
性物質が飛散していたのに、県
央・県南・県西の広い範囲では
一切測定がおこなわれず、その

いっぽうで「ただちに健康に影
響はない」「雨が降っても影響は
ない」などの偽りの情報が国や
茨城県・県教育委員会等によっ
て広報され続けた。
　茨城県南部の取手・守谷地区
の高度汚染が指摘されたのは、
事故発生から２か月後であり、
しかも最初に公表した国会議
員の行為を、当該市の市長らが
聞き咎

とが
めて「抗議」するという

異様な事件を通じてだった（第
1033 号）。
　（これらの測定施設とは別に、
つくば市の高エネルギー加速器
研究機構においては以前から放
射線量測定がおこなわれ、イン
ターネットで公表されていた。
しかし、筑波山の陰になるつく
ば市中心部は、３月 21 日の北
西風と降雨による放射性物質の
大量降下を免れたため低い値を
示し、茨城県南一帯から千葉県
北西部にかけての高度汚染とは
著しい対照をなしていた。）
　S

スピーディー
PEEDI（緊急時迅速放射能影

響予測ネットワークシステム、
http://radioactivity.mext.go.jp/
ja/distribution_map_SPEEDI/）
のデータが活用されなかったこ
とが指摘されている。『朝日新聞』
の連載記事「プロメテウスの罠」
では、首相官邸の地下にいた一
般職員のもとに送信されたデー
タが５階の原子力災害対策本部
の閣僚らには届けられず、見逃
されたことになっている（2011
年 10 月 29 日− 11 月１日）。首
相の菅直人や官房長官の枝野幸
男、原子力安全委員会

0 0 0 0 0 0 0 0

の班
まだらめ

目春
樹らが SPEEDI の存在を知らな
いはずはない。事故が拡大した
場合、「移転することを希望する

国内での核開発の推進を容易な
らしめ、あわせて多国間協調の
前提づくりをおこなってきた。
ICRP は、たんなる NPO 団体で
あり、国際連合の構成組織とい
うわけでもなく、国際法上の位
置づけも持たない。ICRP の主張
が日本の国内法に対していかな
る優先権も持たないのは当然で
ある。日本国政府が ICRP に権威
を認め、その主張の受け売りを
するのであれば、反原発 NPO の
グリーンピースに対しても同様
の権威を認め、その主張を無条
件に受けれるべきである。
　この ICRP が現在提示している
被曝基準量は、たとえば「緊急時」
の「緊急救助活動」の場合、1,000
または 500mSv という値である。
わが国では従来 100mSv に設定
されていたが、これを福島原発
での事故処理作業の過酷化が不
可避となった 3 月 14 日、泥縄
で 250mSv に引き上げたのであ
るが（第 1043 号）、この引き上
げの際、「国際的に容認された推

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奨値
0 0

」だとして ICRP の文書が引
き合いに出された（www.mext.
go.jp/b_menu/shingi/housha/
sonota/1304518.htm）。「国際的
に容認された」という持って回っ
た言い方は、つまりは国際法上
何の根拠もない、したがって国
内法上も拘束力を欠くことを意
味する。
　ICRP の「計画被曝状況・緊急
時被曝状況・残存被曝状況」と
いう３段階論は、事故時には平
常時（＝「計画被爆状況」）の規
制値の適用が解除されるとする

「適用除外論」に他ならない。国
内の「適用除外論」はその受け
売りだったのだ。（つづく）■

【１面放射線規制記事つづき】


